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資料１‐１ 指定避難所一覧表(第４章第６節「避難体制整備計画」関係) 

 

指定避難所は、災害の危険があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要

な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための

施設。 

 

番

号 
施 設 名 備 考 

番

号 
施 設 名 備 考 

１ 市民活動プラザ六中  27 開西小学校  

２ 東小学校  28 三条高校  

３ 柏小学校  29 つつじが丘小学校  

４ 翔陽中学校  30 第二中学校  

５ 帯広小学校  31 豊成小学校  

６ 光南小学校  32 稲田小学校  

７ 明星小学校  33 北高校  

８ 第四中学校  34 農業高校  

９ 花園小学校  35 南町中学校  

10 啓西小学校  36 帯広の森コミセン  

11 緑丘小学校  37 大空学園義務教育学校  

12 第五中学校  38 川西中学校  

13 第八中学校  39 富士農業センター  

14 若葉小学校  40 上帯広農業センター  

15 帯広の森体育館  41 清川中学校  

16 西陵中学校  42 太平農業センター  

17 広陽小学校  43 広野小学校  

18 明和小学校  44 戸蔦林業センター  

19 
総合体育館 

（よつ葉アリーナ十勝） 
 45 愛国小学校  

20 第一中学校  46 桜木農業センター  

21 啓北小学校  47 第七中学校  

22 栄小学校  48 大正農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ  

23 北栄小学校  49 中戸蔦会館  

24 森の里小学校  50 以平農業センター  

25 緑園中学校  51 幸福農業センター  

26 南商業高校     
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